
船舶事故調査報告書 

 

                               平成２２年９月３０日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 平成２１年１１月１５日（日） ０９時４７分ごろ 

発生場所 高知県宿毛市姫島南方沖 土佐沖ノ島灯台から真方位３００°３.４海里付

近（概位 北緯３２°４４.０′ 東経１３２°２９.２′） 

事故調査の経過  平成２１年１１月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したた

め行わなかった。 

 事実情報 

 船種船名、総トン数 ダイビング船 シーホース、１１トン 

 ２８２－２０２４６高知、個人所有  船舶番号、船舶所有者等 

 １３.８０ｍ(Lr)×３.７３ｍ×１.５０ｍ、ＦＲＰ  Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 ディーゼル機関、２８５kＷ、平成２０年４月  機関、出力、進水等 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４１歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許 登 録 日 平成９年７月２８日 

  免許証交付日 平成１８年１１月２８日 

         （平成２４年７月２７日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、インストラクター２人及びダイビング

客９人を乗せて高知県宿毛市姫島南方約２００ｍ沖のダイビングポイント

に到着し、器材を装着した１１人全員がエントリー（ダイバーが海中に飛

び込むこと。）して、ダイビングを開始した。 

 

 船長は、ダイビング客の１人（女性、以下「ダイバーＡ」という。）が浮

上したので、ダイバーＡが船尾のトランサムステップに架けたはしごから

船尾甲板に上がるのを手助けした。 

 ダイバーＡは、船尾甲板で器材を外しているときに、船尾方からの大声

を聞いて船長が落水したのを知った。 

 落水した船長は、沖に流されていた本船に泳ぎ着くことができず、姫島

の南方にいた知人の遊漁船（以下「遊漁船Ａ」という。）の方に向かって泳

ぎ始めた。ダイバーＡは携帯電話で、平成２１年１１月１５日０９時４７

分ごろ、１１０番通報したのち、再び船尾方を見たときには、船長の姿が

見当たらなかった。 

また、ダイビング中の１０人は、付近にいた遊漁船Ａに収容された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ４、視界 良好 
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 海象：不明 

 その他の事項 本船の船尾端にあるトランサムステップは、長さ約３ｍ、幅約８０㎝、

海面上からの高さが約３２㎝で、滑り止めが施されており、はしごが２本

設置され、ダイビング客の収容時に使われていた。 

船長は、救命胴衣を着用していなかった。 

行方不明となった船長は、後日、死亡認定され、除籍された。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

不明 

本船は、姫島南方沖において漂泊中、船長がト

ランサムステップ付近から落水したものと考えられ

るが、落水した状況については明らかにすることがで

きなかった。 

原因  本事故は、本船が姫島南方沖において漂泊中、船長が落水したことによ

り発生したものと考えられる。 

 




